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（１）グループホーム
① 臨時応急的な見直し(令和８年度報酬改定)

2



3

新規事業所に限り、R８.６.1～R9年度までの間、応急的な報酬単価が適用される
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（１）グループホーム
② グループホームにおける支援の質の確保について
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地域連携推進会議について
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グループホームにおける食材料費の取り扱いについて
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（２） 自立生活援助
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R7.3.31で経過措置が終了し、減算の適用対象になります



（３） 短期入所
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